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Promotion of Community-Based Financing
国内銀行における住宅ローンの実績（残高）
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（出所）国内銀行の計数は日本銀行統計（年末残高） 地銀計は当協会調べ（年度末残高）
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（出所）国内銀行の計数は日本銀行統計（年末残高）、地銀計は当協会調べ（年度末残高）。



Promotion of Community-Based Financing
地銀における住宅ローンの取扱い（独自商品の内容）

○住宅ローン利用者の様々なニーズに応えるため、幅広い商品をラインナップ。

○変動金利⇒固定金利、固定金利⇒変動金利、長期固定金利などの各商品を住宅ローン利用者
のライフプランに応じて提供。

○借入当初の利払い負担を抑えたい、完済までお得な金利で利用したいなど、住宅ローン利用者
の希望をきめ細かく把握することで、より最適な商品の提供に努めている。

○地銀各行では、それぞれの商品のメリット、デメリット、注意事項など、住宅ローン商品の内容を
し かりと説明し ご理解いただいたうえで 商品提供を行 ているしっかりと説明し、ご理解いただいたうえで、商品提供を行っている。

利用例①

変動金利⇔固定金利の変更に
柔軟に対応

固定金利の適用期間（３年、５年、
10年など）について柔軟に対応

固定金利選択 変動金利選択

利用例②

変動金利を選択しても、当初一
定期間の返済額が変わらないな
ど、様々なプランを提示

住宅ローン以外の取引も含め、
総合的にお客様との取引を展開
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変動金利選択 固定金利選択 変動金利選択



Promotion of Community-Based Financing
地銀における住宅ローンの取扱い（期中実行分）

60,000

（億円）

地銀の住宅ローン フラット３５（地銀取扱い分） 60,000 270,000

（億円） （件）

期中新規実行額
（左目盛り）

期中新規実行件数（右目盛り）

地銀における住宅ローンの取扱い

（地銀独自の住宅ローン＋フラット３５）
地銀独自の住宅ローンの取扱い

30 000

40,000

50,000

40,000

50,000

262,000

264,000

266,000

268,000

（左目盛り）

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

30,000

254 000

256,000

258,000

260,000

0

平成17年度 18年度 19年度 20年度
0

平成17年度 18年度 19年度 20年度

252,000

254,000

地銀におけるフラット３５の取扱い
○地銀独自の住宅ローンの取扱い金額はほ○地銀独自の住宅ローンの取扱い金額はほ
ぼ横這い。

○地銀各行では、お客様ニーズに応えるべく、
様々な住宅ローン商品の開発に努めている。
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○これまで、地銀におけるフラット35の取扱い
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することも想定される
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Promotion of Community-Based Financing
地銀における長期固定住宅ローンの提供

現在の取扱い状況

最大３５年固定

１４行

最大固定期間10年以下

３５行

最大２５年固定 ５行

最大３０年固定 １行

最大２０年固定

７行

最大２５年固定 ５行

最大１５年固定 ２行

●地銀においても、独自の長期固定住宅ローンを提供。

●一方、最大固定期間10年以下の地銀もあり、公的機関によ
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● 方、最大固定期間10年以下の地銀もあり、公的機関によ
る一定の補完余地もある。



Promotion of Community-Based Financing証券化スキーム

金 機 券民間金融機関による証券化スキーム

住宅ロ ン債権信託（譲渡）
金融機関

住宅ローン（独自商品）
信託銀行

（ＳＰＣ）

投資家

住宅ローン債権信託（譲渡） ＭＢＳ発行

①裏付債権のリスク

お客様

①裏付債権のリスク
②スキームの安定性

住宅金融支援機構による証券化支援スキーム

金融機関

住宅
住宅金融支援機構

住宅ローン債権譲渡 ＭＢＳ発行

住宅ローン

（商品性指定）

投資家
住宅金融支援機構

債権信託

①裏付債権のリスク
②スキームの安定性
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お客様 信託銀行

②スキ ムの安定性
③機構に対する国の関与



Promotion of Community-Based Financing
長期固定ローンの役割について

住宅ローンに対するお客様のニーズは、それぞれのライフプラ
ン等により様々であり、幅広い選択肢が必要。ン等により様々であり、幅広い選択肢が必要。

⇒長期固定ローンは、その選択肢の一つ。

⇒民間金融機関における独自の長期固定ロ ンの取り扱いは⇒民間金融機関における独自の長期固定ローンの取り扱いは、
民間金融機関によって区々。

⇒長期固定ロ ンの供給支援に係る証券化事業には 定の役⇒長期固定ローンの供給支援に係る証券化事業には、一定の役
割がある。
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Promotion of Community-Based Financing
長期固定ローンに係る公的機関のあり方①

公的機関として提供する証券化商品については、民間独自の
証券化への取組みに配慮した対応が必要。証券化 の取組みに配慮した対応が必要。

⇒証券化市場の更なる発展には、一定の市場規模・流通性の確
保が必要。保が必要。

⇒民間金融機関が証券化商品を組成・提供しやすい環境づくり
が不可欠。不可欠。

⇒現在の公的機関（住宅金融支援機構）の証券化商品は、機構
（≒国）の信用力を背景とした低金利での調達が可能。

⇒民間金融機関の経済合理性を歪めない金利設定の必要性。
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Promotion of Community-Based Financing
長期固定ローンに係る公的機関のあり方②

公的機関として提供する長期固定ローンについては、その商品
性に配慮した対応が必要。

⇒民間金融機関に比べ、優位性ある商品例。

○拡大された金利の引下げ幅（フラット35S）○拡大された金利の引下げ幅（フラット35S）

○最長50年の長期固定ローン（フラット50）

⇒経済合理性を超える商品設定を行う場合は、民業圧迫となら
ぬように、取扱期間や適用範囲を絞ることが必要。

民間金融機関への業務委託に対する応分のコスト負担が必要。

⇒民間金融機関における管理回収業務、繰上返済・条件変更業
務等に見合った手数料水準見直しの必要性。
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Promotion of Community-Based Financing

独立行政法人住宅金融支援機構法

＜第４条 機構の目的＞＜第４条：機構の目的＞

一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の
譲受け等の業務を行う

国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調
達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行う

一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の
貸付けの業務を行う貸付けの業務を行う

住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と
社会福祉の増進に寄与することを目的とする
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